群馬県作業療法士会傷害保険について
群馬県作業療法士会は作業療法士会管理下における会員の事故（急激かつ偶然のケガ＊参照）に対応するため、傷害保険に加入しています。

ただし、当傷害保険は治療費用の支払いではなく、入通院の日数払いとなっています。したがって、治療費は個人負担となります。治療修了後に所定の用紙にて会員自身が請求します。

群馬県作業療法士会傷害保険における傷害事故発生時の流れ
1 速やかに病院に受診し、処置を受ける
2 所属部部長に報告する。
例）○年○月○日　PM○○時○○分ごろ　場所　○○市○○センターにて

群馬県作業療法士会　研修会の会場準備中に誤って階段より転倒　右腕を打撲　

○○病院に通院　病院名○○整形外科　

3 保険請求書を受け取る（保険請求書は治療終了まで保管）
4 完治・治療終了後、保険請求書に必要事項を記入し、事務局へ返送。

5 入通院期間に応じて、保険会社より保険料が支払われます。
注意）保険料支払いが１０万円を超える場合、診断書が必要となります。
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· 免責　ケンカによるケガ（相手から一方的に殴られる傷害事件は別）

　　　　心筋梗塞・熱中症・日射病等

　　　　無免許運転　天災事故でのケガなど

保険に関する連絡先
株式会社　北栄（ほくえい）

担当　長坂雅紀（ながさか　まさき）

TEL　027-243-3111

FAX　027-243-3037
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